
 

 

 

 

津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例 

 

津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例（平成２７年津山市条例第６１号） 

（目的） 

第１条 この条例は，空家等の適切な管理及び活用の促進に関し，所有者等及び市の責務を

明らかにするとともに，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号。以下「法」という。）に定めるもののほか，空家等に関する対策の実施に関し必要な

事項を定めることにより，市民の生活環境を保全し，もって魅力ある住みよいまちづくり

の推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 空家等 建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。ただし，国又は地方公共団体が所有し，又は管理するものを除く。 

（２） 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。 

（３） 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務し，在学し，又は滞在する者をいう。 

（４） 市民等 市民及び市内において事業活動を行う事業者をいう。 

（５） 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状

態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態，適切な管理が行われていないことに

より著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する

ことが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は，適切な管理が行われていない空家等が防災，衛生，景観等の市民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることを自覚し，周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう，空家等の適切な管理及び活用に努めるとともに，市の空家等に関する対策に協力し

なければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は，空家等の適切な管理及び活用の促進がなされるよう，必要な施策を実施する

ものとする。 

（情報提供） 

第５条 市民等は，適切な管理が行われていない空家等を発見したときは，速やかに，その

情報を市に提供するよう努めるものとする。 

（空家等対策計画） 



 

 

 

 

第６条 市長は，空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため，法第６条第１項

に規定する空家等対策計画（次項において「空家等対策計画」という。）を定めるものと

する。 

２ 空家等対策計画においては，次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家

等に関する対策に関する基本的な方針 

（２） 計画期間 

（３） 空家等の調査に関する事項 

（４） 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（５） 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

（６） 特定空家等に対する措置（法第１４条第１項の規定による助言若しくは指導，同

条第２項の規定による勧告，同条第３項の規定による命令又は同条第９項若しくは第１

０項の規定による代執行をいう。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

（７） 市民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（８） 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

（９） その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

（協議会） 

第７条 法第７条第１項の規定に基づき，津山市空家等対策協議会（次項において「協議会」

という。）を置く。 

２ 協議会は，委員１０人以内をもって組織し，法第７条第２項に規定する者のうちから市

長が委嘱する。 

３ 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし，再任を防

げない。 

（緊急安全措置） 

第８条 市長は，特定空家等に起因して，人の生命，身体又は財産に危害が生じる危険が切

迫しており，かつ，当該特定空家等の所有者等が必要な措置を講ずることができない特別

の事情があると認めるときは，その危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置を

自ら行い，又は委任した者に行わせることができる。 

２ 市長は，前項の措置（以下この条において「緊急安全措置」という。）を行い，又は行

わせるに当たっては，当該特定空家等の所有者等の同意を得なければならない。ただし，

過失がなくて緊急安全措置を講じようとする空家等の所有者等を確知することができない

ときは，この限りでない。 

３ 前項ただし書の場合においては，市長は，緊急安全措置を行う旨をあらかじめ公告する

ものとする。 



 

 

 

 

４ 市長は，緊急安全措置を講じたときは，それに要した費用を当該緊急安全措置を講じた

特定空家等の所有者等から徴収することができる。 

（支援） 

第９条 市長は，空家等の適切な管理及び活用の促進のため必要があると認めるときは，所

有者等に対し，空家等についての改修，除却その他必要な支援を行うことができる。 

（関係機関との連携） 

第１０条 市長は，法及びこの条例の施行のため必要があると認めるときは，必要な情報を

提供し，警察その他の関係機関に協力を求めることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

付 則 

この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

 


